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概　　要

　中国政府は 2006 年以降，海外技術の輸入に頼らない自主的なイノベーションの実現を
目指し，各層の政府と各種の支援政策によって企業の研究開発とイノベーション活動を
促進しようとしてきた．本稿は中国四川省成都市のデータを用いて，各政府レベルと，
各カテゴリーの政策が，企業の知的財産権出願数，新製品数，工程改善数にどのような
影響を与えているかを傾向スコアマッチング法によって推計した．分析の結果，全政策
を合計した平均効果として，知的財産権出願数を約 2 つ増加させることが示されたほか，
政府のレベルとしてはよりローカルな政府が実施している政策が効果的であり，また政
策カテゴリーとしてはイノベーションの活動自体をサポートする政策が効果的であるこ
とが報告された．この結果，この 10 年に急速に整備された中国の「多層的かつ多ルート」
なイノベーション政策体系は，全体として企業のイノベーションを推進する効果を持つ
と同時に，効率化の余地が大きいことが示唆される．
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はじめに

　中国政府は 1978 年の経済改革の始動と同時に科学技術政策の改革にも着手し，以来，

市場経済化の趨勢のもとで科学技術の発展とイノベーションの推進を図ってきた．1990 年

代後半以降の中国の科学技術関連支出を見ると，1995 年から 2005 年まで年平均 19％の急

激な増加を見せており，この支出増は国際的に見ても「例外的なスピード」だと見なされ
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ている（OECD, 2009, p.16）．2006 年に国務院より公布された「国家中長期科学技術発展

計画（2006 － 2020 年）」は中国が目指すイノベーションシステム，目標，政策手段を示し

たもので，2000 年代後半以降に入り，更に多くの関連政策が実行されている．経済発展，

そして財政投入の伸びと並行して，中国の知的財産権出願数の伸びも著しく，2011 年以降，

中国が国別で世界最多の知的財産権出願数を記録している（WIPO, 2013）1）．

　中国のイノベーションシステムについては，例えば OECD（2009a）が包括的に政策立

案機関や歴史的変化，そしてその課題を報告している．同報告書によれば，中国での科学

技術と研究開発への投資は急増しており，第一世代の革新的な企業群も育ちつつあるもの

の，イノベーションシステムとしては研究機関，企業，地域といった各構成要素間の調整

が足りない段階にあると指摘している（p.16-18）．また，Breznitz and Murphree （2011）

は地域イノベーションシステムの視点から，北京，上海，珠江デルタの事例研究を通して，

地域によって地方政府，大学と研究機関，そして民営企業がイノベーションに果たす役割

が異なることを見出している．

　こうした記述的な分析に加えて，イノベーション政策の評価に当たっては，定量的にそ

の効果を推計する研究が国際的に蓄積されている．例えば Almus and Czarnitzki （2003）

はドイツの企業データを用いて，研究開発支出への補助金が，企業の研究開発投入額を促

進する効果を報告しており，González and Pazó （2008）はスペインのデータから同様の結

果を報告している．近年では，中国に関しても，産業や企業レベルのデータを用いて，政

策が実際にイノベーション活動を促進しているか否かを分析する研究が蓄積されつつあ

る．例えば，王・顧・郭・劉（2014）は上海市の企業レベルパネルデータを用いて，政府

による研究開発支出への補助金が，企業の研究開発投入額の増加を促進しているとの結果

を報告している．同論文では合計 11 本の中国語論文をレビューしており，そのうち 8 本

は補助金が研究開発投入額を促進しているという結果を得たことが紹介されている．この

ことから，中国政府が実施しているイノベーション政策のうち，少なくともその一部は正

の効果を持っていることが，一定のコンセンサスとなりつつあると考えられる．

　本稿では，中国四川省成都市の企業サーベイデータを用いて政策の効果を推計するが，

先行研究では検討が十分にされてこなかった以下の二点に注目して分析を実施する．第一

に，各レベルの政府の政策効果をそれぞれ分析する．後述するように，中国のイノベーショ

ン政策の実行主体は，中央政府に限られず，省政府，市政府も含まれる．第二に，イノベー

ション政策を，5 つのカテゴリーに分け，それぞれの政策効果を推計する．次節でくわし

１）知的財産権は一般に産業財産権と著作権等に大別され，このうち産業財産権に発明特許，実用新案，意匠，
商標の権利が含まれている．後述するように，本稿の実証分析で取り扱うのはこのうちの発明特許，実用新案，
意匠の 3 つであり，本稿では便宜上，これら 3 つを総称して知的財産権と呼ぶこととする．
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く検討するが，中国のイノベーションシステムの特徴として，多層的かつ多ルートな政策

体系を指摘でき，どの政府レベルの政策が有効であるか，またどのカテゴリーの政策が有

効であるかを検討することは，中国の重層的なイノベーションシステムが如何に機能して

いるのか評価するうえでも重要な論点となる．

　本論に入る前に，本稿でのイノベーションの定義とその測度，そして関連政策の範囲に

ついて言及しておこう．本稿ではOECDが作成したオスロマニュアルに従い，イノベーショ

ンの定義として「新しいあるいは顕著な製品・工程の改善，新たなマーケティング方法，

ビジネスにおける新たな組織的方法の実施（OECD, 2009b, p.11-12）」と捉え，その測度と

しては企業が出願した知的財産権数，新たに開発された製品数，そして生産・業務工程の

改善数を用いることとする．また，イノベーションに関連する政策としては，科学技術政

策とイノベーション政策の両方を検討対象として分析を進める2）．

　本稿の構成は次の通りである．第一節では，イノベーション政策の必要性とその類型に

ついて確認したうえで，中国のイノベーション政策の立案者，イノベーションの担い手，

政策体系の特徴を整理する．第二節では，成都市のデータを用いて，傾向スコアマッチン

グ法によって政策効果を推計し，結果を報告する．最後に本稿から得られた知見とその限

定性を述べる．

Ⅰ .　イノベーション政策の必要性と中国の政策立案機関

１．イノベーション政策の根拠と類型

　イノベーション政策には 2 つの前提があり，その第一は技術進歩とイノベーションの発

生により一国の社会厚生を改善できることで，第二はそのための資源配分を実現するうえ

での何らかの市場の失敗があることである（青木， 2011）．後者については，知識や情報

は占有することができないため，投資を実行したとしても，利益を得ることができないと

いう非排他性をはじめ，地域的なスピルオーバー効果や，消費者の便益の向上を企業が考

慮しないことによって，研究開発が過少となることが指摘されている（青木，2011; 大橋編，

２）これは 2 つの理由による．第一に，後で取り上げる関連先行研究である Steinmueller（2010），青木（2011）
は，基礎科学と応用技術への政策に加えて，各国政府が実施している関連機関の関係の調整などを含むイノベー
ション政策を分析対象としている．また第二に，中国政府の科学技術政策の中長期計画においても，科学技術
の範囲にとどまらず，企業のイノベーションを促進することを最も重要な課題と位置づけている．科学技術政
策とイノベーション政策が一体となっている現状を踏まえて，本稿では両者を特段の区別を行うことなく取り
上げる．
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2014）．

　このようなイノベーションの過少水準を克服する政策は，供給サイド，需要サイド，

補完財政策，組織改革政策の 4 類型に分けることができる（Steinmueller, 2010; 青木，

2011）．第一の供給サイド政策には，企業の研究開発費への税額控除や，特定の産業分野

や地域への優遇政策が含まれる．第二の需要サイドの政策には消費者への補助が，そして

第三の補完財政策には人材の育成が含まれ，そして第四の組織改革にはイノベーションに

関わる既存組織のコーディネーションと連携の改善が含まれている．

　David et al （2000）によれば，ある時点での企業の研究開発プロジェクトの実行数は，

実行プロジェクト数の増加によって限界費用は増加する一方で，限界利潤は減少するため

に，当該実行研究開発プロジェクト数から得られる利潤と生じる費用が一致した水準で決

定されるはずである．ここで，上記の政策カテゴリーでいえば，供給サイドの政策，例え

ば企業の研究開発支出への補助金が実施された場合には，研究開発プロジェクトの実施コ

ストが削減され，これにより企業はより多くのプロジェクトを実施でき，より多くの新製

品開発や工程の改善が生じると期待できる．同様に，供給サイドの政策，例えば消費者へ

の補助金により，潜在的な研究開発プロジェクトへの利潤が増加した場合にも企業はより

多くの研究開発プロジェクトを実行すると考えられる．実際に，OECD 諸国は企業の研

究開発支出に対する税額控除をはじめとする各種のイノベーション政策を実施しており

（OECD, 2010），企業の研究開発とイノベーション活動を後押ししようとしている．

　イノベーション政策の効果については，公的研究機関への資金補助が行われた場合に

は，民間の研究機関の活動を抑制するという代替的効果が生じる可能性と，知識と成果の

スピルオーバーによって民間の研究機関の活動を促進する効果の両方が指摘されている．

一方，企業への直接的な補助金や支援策の実施には上記のような代替効果は生じず，企業

の研究開発活動の促進を通して，イノベーションを後押しすると考えられる（David et al, 

2000）．ただし，補助金や税制優遇によって企業が得た追加的資金が，実際に研究開発活

動に投入されるとは限らない．この点はイノベーション政策に関わる企業の機会主義やモ

ラルハザードと位置づけられ，政策の評価やモニタリングによって研究開発活動自体に利

用されるように政策が設計されるべきだと考えられる（Steinmueller, 2010）．

２．中国のイノベーションシステムと政策体系

　計画経済期の中国には前述の David et al が考えるような，市場のインセンティブに反

応した形での製品や工程の改善を行うメカニズムは基本的に存在しなかったと考えられ

る．存在したのはソ連のシステムを起源とする研究開発のシステムで，生産部門と開発部
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門の分断を特徴としていた．1980 年代まで，中国科学院が基礎研究を行っていたほか，国

務院の各政府部門が直接に管理する研究所と設計院が，当該部門での製品標準の策定，製

品デザインの決定，新製品の開発とテストなどを行っていた（丸山，1988, 第四章）3）．企

業或いは工場が需要に対応して製品開発や設計，更にはマーケティングを工夫する余地は

なかったか，極めて限定されていた4）．その後の国営企業改革と市場経済化の進展に伴い，

多くの産業で研究開発のインセンティブに反応する民営企業が成長を持続し，併せて 2000

年頃を境として多くの元国営の研究所が民営企業に改組されるか売却されたことによっ

て，中国の研究開発支出に占める国有（旧国営）・政府部門の比率は大きく下がった（Gu 

and Lundvall, 2006）5）．

　現在，中央政府レベルで特に重要な中長期のガイドラインとして，2006 年に発表され

た「国家中長期科学技術発展計画（2006 － 2020 年）」（以下，「科技計画」）を挙げること

ができる．「科技計画」では具体的目標として，①研究開発支出の対 GDP 比率を 2005 年

時点の 1.3％から，2020 年には 2.5% に引き上げる，② GDP 成長への技術進歩の貢献率を

60% 以上とする6），③対外技術依存度を 30% 以下に引き下げる，④国民が取得した知的財

産権数と科学論文の被引用数をそれぞれ世界 5 位以内とする，を設定している．研究開発

支出の対 GDP 比率を例にとると，2010 年時点では 1.77% となっており，2006 年時点での

当初の計画を下回っているものの，着実に支出が増大している7）．OECD が公表している，

1999 年から 2010 年までの主要国の研究開発支出総額を見たものが図 1 である．中国の研

究開発支出は 2001 年にイギリスを，2006 年にドイツを，2009 年に日本を抜き，更に成長

を持続している．「科技計画」では，財政経常収入の伸びよりも明確に高い伸び率で科学

技術関連の財政支出額を増加させることも明記されており，引き続き中長期にわたる増加

が見込まれる8）．

３）1985 年時点においても，科学者とエンジニアが中国科学院に 32174 名，それに対して国務院各部門には
93026 名所属していた（丸山，1988, p.205）．

４）改革開放の開始時点で，「中国に企業は存在しない」と小宮隆太郎は指摘したが，仮にこの説に従うと，企
業が市場メカニズムのもとで研究開発を行い，イノベーションを実施することも原理的にはなかったこととな
る．

５）1978 年 3 月の全国科学大会にて鄧小平が述べた「科学技術は生産力である」という発言（その後「科学技術
は第一の生産力である」となる）は，その後の中国の科学技術の重要政策文書にも度々登場するスローガンと
なっている．

６）資本と労働の投入によって説明されない要因による GDP 成長を測る指標を指す．
７）「科技計画」では 2010 年時点研究開発支出の対 GDP 比率を 2% とすることを目標としていた（2010 年のデー

タは『中国科技統計年鑑 2012』，p.246 より）．また，2006 年から 2011 年の間，中国の統計によるとこの技術
進歩の貢献率は 51.7% であった（『中国科学技術統計年鑑 2012』p.15）．

８）「科技計画」の 9 章を参照．なお，「科技計画」の公布から 7 年を経て，万鋼・科学技術部部長をトップとして，
計画の中期評価が実施されている（『科技日報』2013 年 11 月 9 日記事「科技規劃綱要中期評估全面啓動」参照）．
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「科技計画」の特徴として次の 3 点を指摘することができる．第一に，市場メカニズムを

前提とした企業への支援策を重視しつつも，政府調達をはじめとした需要面への介入や，

研究機関や人材育成といった関連機関や補完要素への介入までを含めた包括的な計画と

なっている点，第二に，重点課題として海外技術への依存から脱却を目指した「自主イノ

ベーション」を設定し，これを企業への支援を拡充することによって実現しようとしてい

るものの，研究開発費の資金源を見ると地域的な差異も大きい点，そして第三に，「多層

的かつ多ルート」による財政投入の実施を明記している点である．

　2006 年の「科技計画」の第一の特徴として，その包括性を指摘できる．同計画では，前

述の目標を達成するために，税制優遇，金融優遇政策，政府調達の活用，技術の導入と吸

収の促進，知的財産の保護，人材政策の拡充，教育と科学の普及活動の実施，技術プラッ

トフォームの設立，関連部門と政策課題についてのコーディネーションの推進を明記して

いる（陳編， 2006, pp.40-49）．前述の Steinmueller の政策分類で言えば，供給側では税制

と金融優遇によりインセンティブを付与し，需要面では政府調達を実施し，人材や知的財

産制度の強化といった面から補完財政策を実施し，更に組織間の調整にも着手することで

イノベーションシステムの改善を図っていると位置づけられる9）．

図１　主要国の R&D 支出額推移

注：2005 年価格・購買力平価換算のデータ．
出所：OECD iLibrary(http://oecd-ilibrary.org/) より (2014 年 3 月 20 日閲覧 ).

９）政府調達の情報は財政部が指定する「中国政府採購網（http://www.ccgp.gov.cn/）」に各種情報が掲載され
ている．なお，中国に法人を持つ外資企業による製品を「自主イノベーション」の支援対象とするか否かを巡り，
外資企業から内資優遇だとの不満が表明され，2012 年以降には「オープンイノベーション（開放創新）」とい
う言葉も政府の政策文書に登場している（『中国産経新聞報』2013 年 10 月 28 日記事「完善国家創新政策体系
政府採購応有担当」）．
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　第二の特徴は，市場メカニズムのもとでの企業を主体とした「自主イノベーション」を

推進することを基軸にすえつつも，地域ごとの異なるイノベーション体系の構築を図って

いる点である．まず「科技計画」では市場メカニズムの発揮を強調し，企業がイノベーショ

ンの主体であることを認めている10）．「自主イノベーション」の概念を解釈するのは難し

いが，政府の文献を見ると，企業レベルでは自らの知的財産に基づく市場競争力のある製

品の開発，国産部品に基づくハイテク製品の開発と生産，有力な国際ブランドの育成を念

頭に置いているものと考えられる11）．

　ここで 2003 年から 2011 年までの研究開発投資額とその資金源の推移を見てみると，企

業の研究開発が急増していることを確認できる（表 1 参照）．表 1 のパネル（A）から，政

府資金の増加も観察されるものの，企業の自己資金による研究開発支出が 2003 年時点で

も 60.1%，2011 年には 73.9% に達していることがわかる．またパネル（B）の支出機関を

見ると，2011 年時点で，研究開発支出額の 8687 億元のうち，6579 億元（75.7%）を企業

が占め，さらにその資金の 93% が自己資金からまかなわれていたことが確認できる．同年，

10）「科技計画」第 4 章では，具体的指標のほかに「国家イノベーションシステムの建設」を目標として掲げており，
その中身は「政府が主導し，市場資源配分メカニズムの基礎的な作用を十分に発揮させ，各科学技術イノベー
ション主体の緊密な連携と相互座用をもつ社会システムを目指す．現段階では，その第一の重点は企業を主体
とし，産学研の結合による技術イノベーションシステムの建設とする」としている．

11）「中共中央国務院関於実施科技規劃綱要増強自主創新能力的決定」, 陳編 , 2006, p.35-39 を参照．木村（2013）
は中国の技術導入額の細目の推移を示しているが，これによれば海外から技術導入は 1980 年代にはプラント
導入，設備導入が多かったが，2000 年代には技術ライセンスやコンサルティングが中心となっている．

表１　中国の R&D 資金源の推移と支出主体

出所：『中国科技統計年鑑』2012 年版，p.11 より．
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政府資金は合計 1883 億元（21.6%）となっており，重要な資金源となっているものの，急

増する中国の研究開発支出額は，おもに企業の自己資金の増加によって生じていたことが

確認できる．中国政府も，イノベーション関連の財政支出を増加させているものの，如何

に企業による研究開発を更に加速させるかが，重要な政策課題となっている．

　企業のイノベーション活動を促進する具体的な政策には，まず税制優遇として①研究開

発支出の 150% 相当額を当該年の課税額から控除する政策，②研究開発に用いる検査設備

の減価償却の加速政策，③高新技術企業認定された企業の所得税の減免（一般企業 25%

に対して認定企業は 15% を適用），④規定を満たした技術センターにおける技術開発用品

輸入に関する関税免除などが含まれる．また，金融支援には①政策金融機関による重点プ

ロジェクトへの優先融資，②政府の基金利用，利子補助，担保などによる補助，③科学技

術型中小企業への支援などが含まれている12）．ここで『工業企業科技活動統計年鑑』から，

2011 年の各所有制企業の平均補助金額を算出したものが表 2 である．同表では，政府部門

からの科学技術活動資金，研究開発費の税額控除，企業認定による企業所得税減免分を把

握できる．これによれば，2011 年に，中国の一定規模以上の工業企業は平均で，35.8 万元

の何らかの科学技術政策の優遇処置を受けているが，この中でも株式有限公司と国有企業

が多額の支援の対象となっていることがわかる．企業数では過半数を越える私営企業が実

は重点的な補助対象とはなっておらず，より規模が大きい株式有限公司がとりわけ重点的

な補助対象となっている．

12）「国務院関於実施《国家中長期科学和技術発展規劃綱要（2006 － 2020 年）》若干配套政策的通知」を参照．

表２　一定規模以上の工業企業への補助金内訳（2011 年）

出所：『工業企業科技活動統計年鑑』2012 年版，p.31 及び p.209 より作成．

　また中国の場合，地域によっても研究開発資金源の構造に大きな偏差がある．図 2 は，

中国の一級行政区（省，直轄市，省レベル自治区）別の研究開発資金源を，政府資金と企

業資金について見たものである．多くの地域では企業の自己資金による研究開発が政府資

金よりも多くなっているが，北京市，四川省，陝西省では政府資金の方が多くなっている．
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これらの地域には公的研究機関が多いことが知られており，北京市には中国科学院が，四

川省と陝西省には航空・軍事技術系の研究所が多く立地していることがこうした特徴をも

たらしていると考えることができる．一方，多額の企業資金が投入されているのは広東省，

江蘇省，山東省，浙江省となっており，企業活動が活発な地域であることがわかる．「科

技計画」は第七章の「科技体制改革と国家イノベーションシステムの建設」において，地

域の特徴と優位性を生かした「地域イノベーションシステム（原文では区域創新体系）」

を打ち立てることを明記しており（陳編 , 2006, p.27），Breznitz and Murphree （2011）が

見出した中国国内での複数の類型の地域イノベーションシステムを，中国政府も意識して

政策を立案していると考えることができる．

図２　中国の地域別 R&D 資金源の内訳（2011 年）

注：R&D 支出にはこの他に海外資金とその他資金があるが，小額であるため省略した．
出所：『中国科技統計年鑑』2012 年版，p.12 より．

　そして「科技計画」の第三の特徴として，「多層的かつ多ルート（原文では「多層次，多隧道」

或いは「多元化，多隧道」）」な政策介入をあげることができる13）．

　まず「多ルート」は，中国の科学技術・イノベーション政策の立案・実施機関が多様で

あることを意味している．政府部門を例にとると，現在，中国の中央政府の部門数は25あり，

その中でも科学技術部，国家発展改革委員会，財政部，教育部，中国科学院が技術・イノベー

ション政策の主たる政策立案者だとされている．Liu et al（2011）は科学技術・イノベーショ

13）「科技計画」の本文 9 章の他に「国務院関於実施《国家中長期科学和技術発展規劃綱要（2006 － 2020 年）》
若干配套政策的通知」，「中共中央国務院関於実施科技規劃綱要増強自主創新能力的決定」でも言及されている．
陳編（2006），pp.31-32，p.38，p.40，p.61-62 を参照．
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ン政策の政策文書に記された，当該政策の立案主体を集計することで，次のような結果を

報告している．第一に，1980 年から 2005 年にかけて合計 287 のイノベーション関連政策

が打ち出され，このうち単独の機関（日本の省庁にあたる国家部門と共産党中央委員会な

どの党機構を含む）によって策定されたものが 72.5% に達するが，近年，複数の部門の連

名の形での政策が増加している．第二に，同期間に部門レベルによって策定された 213 の

政策のうち，科学技術部が 42.3% の政策に，財政部が 23.9% の政策に，そして国家発展改

革委員会が 21.6% の政策に関与しており，中核的なアクターである．第三に，「科技計画」

が公布されて以降の，2006 年から 2008 年には合計 79 の政策が立案され，財政部，科学技

術部，国家発展改革委員会が引き続き重要な政策立案者である14）．

　次に「多層的」とは，各レベルの政府がそれぞれ政策を打ち出している点が挙げられる．

中央レベルと地方レベルの科学技術関連支出を見たものが表 3 であるが，2005 年頃まで中

央政府の支出額が大きかったものの，「科技計画」が策定されて以降には，中央と地方が

おおむね同規模の財政支出をしていることがわかる．中国では中央政府のみならず，地方

政府による支援策にも目を向ける必要がある．

表３　中国の中央政府及び地方政府の科学技術関連支出の推移　（億元）

出所：『中国科技統計年鑑 2012』 p.15 より．

　本稿で注目する四川省成都市の企業が享受した各レベルの科学技術・イノベーション政

策の件数と規模を示したものが表 4 である．成都市の企業の場合，国家から得る支援政策

の数は増えているものの，その総額支援額は 2008 年の 771 億元から 2012 年には 208 億元

にむしろ減少しており，この間，四川省からの支援額は増加していた．市レベルの件数・

金額は 2012 年についてのみ得られたが，おおむね国レベル，省レベル，市レベルの支援

総額には大きな差がないことがわかる．ただし，政策 1 件あたりの支援額で見ると，国家

レベルの政策では 70 万元，省レベルでは 42 万元，市レベルでは 18 万元となっており，

より上層の政府の政策的支援がより大規模であることがわかる．OECD は中国のイノベー

ション政策体系を巡るこうした重層性（“multilevel governance system”）について，地

方政府が政策の運用面で優位性がある可能性を指摘しつつも，中央政府と地方政府の関係

14）管轄部門別の政策について中国語では「～口」と呼ばれる．例えば科技部系の政策は「科技口（kejikou）」，
工業情報化部系は末端部門の名前から「経信口（jingxinkou）」となる．特定領域への政策について重複する政
府部門の政策がない場合には，こうした言葉は不要であるため，このような表現の存在は特定領域内での「多
ルート」の政策体系の存在を示唆するものである．
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がもたらす潜在的な問題点として，地方政府の能力によって政策のパフォーマンスに大き

く差がつく可能性と，政府レベル間の政策調整の難しさを指摘している（OECD, 2009a, 

pp.444-446）．

表４　成都市企業が享受した科学技術・イノベーション関連政策の推移（2008 － 2012 年）

出所：成都市科学技術情報研究所（2013），pp.13-14 より．

　ここで「多層的かつ多ルート」な政策体系を概念図として図 3 に示した．主要な政府部

門によって立案された各種政策が，各レベルの政府によって実行されることで，多様な政

策チャンネルが形成されることとなる15）．ここに中国のイノベーションシステムの重要な

特徴の一つがあると考えることができる．既存研究では，王・顧・郭・劉（2014）に見ら

れるように，政府の補助金を一括して扱っているものが多く，張・陳（2013）が研究開発

への直接的な補助金と，その他の税制優遇などの間接的な補助金を区別しているものの，

イノベーション体系を評価するうえで，より詳細な政策情報を用いた分析が望ましい．以

下では，政策全体，各政府レベルの政策効果，そして政策カテゴリー別の政策効果を推計

する．その際，政策全体としては企業のイノベーション活動を促進しているとの仮説を立

てることができるが，政策レベルやカテゴリー別にはどのチャンネルがより効果的かにつ

いての仮説を立てることは難しい．このために，本稿では政策レベル別とカテゴリー別に

は事前の仮説を設定せず，事実発見に注力する．

15）科学技術部系統を例にとると主要な国家レベルの政策関連情報は科学技術部 HP に，省レベル政策は例えば
四川省科学技術庁 HP に，そして市レベルでは成都市科学技術局 HP に情報が公開されている．

図３　中国のイノベーション政策アクター

出所：OECD（2009a），Liu, et al（2011）より作成．
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Ⅱ．政策効果の推計

１．分析方法

　政策が企業のイノベーション活動に与えるネットの効果を推計する際，様々な観察可能

な企業属性をコントロールしたうえでも，最小二乗法による推定を行った場合には，政府

がもともと能力の高い企業を政策対象として選択する傾向があり，その能力が観察できな

い場合には，セレクションバイアスを生じ，政策の効果を過大評価する恐れがある．この

ようなバイアスを避けるためには，操作変数やパネルデータでの分析が候補となるが，本

研究ではクロスセクションのデータを用いるために，近年政策評価の研究で広く活用され

ている傾向スコアマッチング法を用いた分析を加える．

　傾向スコアマッチング法（Propensity Score Matching）は，何らかの処置（treatment）

の対象となる以前の属性が限りなく近い 2 つのサンプルを比較することで，処置の効果を

推計しようとするものである（Dehejia and Wahba, 2002; González and Pazó, 2008）．ここ

で，企業 i が政策サポートを受けていない場合 (T=0) のイノベーション活動水準を Yi(0)

とし，政策サポートを受けた場合 (T=1) のイノベーション活動水準を Yi(1) としよう．こ

の場合には，政策による処置効果（treatment eff ect）は Yi(1)- Yi(0) によって推計するこ

とができる．しかし，現実には，政策対象となった企業の，政策を受けてなかった場合の

イノベーション活動水準 Yi(0) のデータは得られない．ここで，Yi(0) を何らかの仮定を置

くことで得ることが必要となる．傾向スコアマッチング法では，政策処置を受ける以前の

様々な企業属性 Xiが同一であれば，得られたであろうイノベーション水準が同一である

と仮定をする．

　　　　　　　　　E[Y(0)|T=1, X=x]=E[Y(0)|T=0, X=x]      （1).

　ここで式（1）は，x という条件の企業で，政策を受けなかった時 (T=0) のイノベーショ

ン活動水準の期待値（右辺）が，同一の x という条件で政策を受けた企業 (T=1) がもしも

政策対象となっていなかった場合のイノベーション活動水準（左辺）と同一であることを

意味している．この仮定により，処置効果 Yi (1)- Yi (0) は，政策を受けた企業 i の観察さ

れるパフォーマンスと，企業 i と政策処置前の条件が同一である企業のパフォーマンスを

比較する，すなわち E[Y(1)|T=1, X=x] - E[Y(0)|T=0, X=x] によって推計可能となる．この

ような推論は反実仮想モデル（counterfactual model）と呼ばれ，実際に処置グループをマッ

チングする際には，政策対象となる確率モデルを共変量を用いて推計し，政策対象に選定

される傾向スコアを得て，その確率が近いサンプルを比較することで，類似した企業の比

較が可能となる．具体的なマッチング法はいくつか存在するが，マッチング後には処置群
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への平均的処置効果（the Average Treatment eff ect on the Treated, ATT）を以下のよ

うに算出することができる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）.

　ここで N は処置群のサンプル数を，Jiは比較対照群のサンプル数を指す．政策処置を受

けた企業 1 社に対して，1 社の処置群を比較する（例えば傾向スコアが最も近い企業 1 社

をマッチングする方法は最近傍マッチングと呼ばれる）場合には Ji=1 となるが，絶対値

の傾向スコアで見て大きく異なる企業がマッチングされることによるバイアスが発生する

おそれもあるため，一定範囲内の企業を複数社マッチングすることでバイアスを避ける（カ

リパーマッチング）場合には複数社の平均との差を求めることとなる．

　例えば，東ドイツの企業レベルデータを用いて，補助金が企業の研究開発支出に与える

影響を傾向スコアマッチング法で推計した Almus and Czarnitzki （2003）では，企業の従

業者数，その二乗，産業ダミー，研究開発部門ダミー，資本集約度を用いてプロビットモ

デルで政策に選定される確率を推計し，カリパーマッチングによって処置効果を推計し，

その結果，政策によって企業の売上に占める研究開発投入額が 3.94% 上昇したと結論づけ

ている．本稿では，次項で述べるデータを用いて，まずプロビットモデルによって政策に

選定される確率を，登録資本金，企業年齢，その二乗，国有企業ダミー，外資企業ダミー，

中核地域立地ダミー，ハイテク産業ダミーを用いて推計し，そのうえでベースラインとし

てカリパーマッチングを用いて平均的処置効果を推計する16）．

２．データ

　本研究で用いるデータは四川省成都市で，現地政府が 2012 年に実施した企業レベルデー

タである．四川省はすでに図 2 で見たように，政府からの資金援助が相対的に多い地域で

あるが，これらの補助金は主に現地の研究機関を支援するものだと考えられ，現地企業の

16）ここでのハイテク産業は，電子情報産業，バイオ・新医薬産業，航空宇宙産業，新材料産業である．ベース
ラインで用いたカリパーの範囲は 0.01 である．サンプル数が大きく，処置群と対象群のサンプル数のバランス
が取れている場合には，産業分類や所有制を限定したうえでマッチング対象を選定することが可能である．本
データではサンプル数が限られ，また特に特定産業の効果を推計する際には処置群のサンプル数がさらに限定
されるため，こうした部分的完全マッチングを行うとバイアスが大きくなってしまうため，本分析では大まか
な産業分類と所有制を傾向スコアによってコントロールする方法をベースラインとして採用する．
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イノベーション活動が政策によって促進されているか否かは推計の価値があるだろう．

　本データのサンプル数は最大で 394 社となっており，時間によって変わりにくい企業の

属性（立地，所有制，登録資本金，産業），イノベーションの代理変数（直近 3 年の知的

財産権出願数，新製品数，工程改善数），どの政策を享受したのかに関する情報が含まれる．

なお，知的財産権出願数には発明，実用新案（中国語では実用新型），意匠（同，外観設計）

の 3 種類が含まれている．また本データのサンプルには製造業の他にサービス業も含まれ

ており，また 20 以上の政策についての情報が含まれている．更に，各企業がどのレベル

の政府の政策を享受したのかに関する情報も得られるため，政策のレベル，及び政策のカ

テゴリー別の推計が可能となる．

　本サーベイのサンプルと全産業の企業法人を対象に実施された「成都市第二次経済セン

サス公報（成都市第二次全国経済普査領導小組弁公室・成都市統計局，2008 年末データ）」

で報告されている企業分布を比較すると，次の点を指摘できる．第一に，本サーベイは企

業の立地面では成都市内の開発区（「高新区」）を含む 20 の区から幅広くサンプルを取っ

ており，上位地区 10 区の企業法人数シェアはセンサスで報告されている 74.2% よりも低

い 59.1% となっている．第二に，所有制の面では 394 サンプルのうち国有企業 27 社（6.9%），

外資・合弁企業 53 社（13.4%），その他（民営企業を中心とする）企業が 314 社となっており，

これはセンサスにおいて報告されている国有企業 1452 社（2.5%），外資企業 1282 社（2.2%），

その他企業約 5.6 万社（95.3%）に比べると，国有企業と外資企業の比率が高い．第三に，

産業分類については，サーベイでは政策的関心から独自の産業分類が採用されており，そ

の内容は電子情報産業（108 社），新技術産業（65 社），資源・環境産業（5 社），食品加工

技術産業（35 社），生物・新医薬産業（21 社），高技術サービス業（21 社），設備製造技術

産業（21 社），ハイテク技術産業（49 社），航空宇宙技術産業（20 社），新エネルギー産業

（19 社），農業科学技術産業（23 社），その他（7 社）となっている．以上から，2008 年セ

ンサスに比べると，若干郊外地域企業の比率，国有企業と外資企業の比率が高く，とりわ

け技術開発に関わるセクターを中心にサンプルが選定されている．とくに所有制と産業分

類の面でのサンプリングバイアスは否定できないが，本稿の主たる関心である政策レベル・

カテゴリー別の効果推計に与える影響は限定的だと考えられる17）．

　各変数の記述統計は表 5 に示したとおりである．一般に，処置群（政策を享受した企業）

は政策を一つも享受していない企業よりも規模が大きく，イノベーション代理指標で見て

もより生産的である．また，処置群では国有企業と外資企業の比率が相対的に高い．例え

17）サンプリングによって結果的にイノベーション政策が比較的効きやすい（政策によるイノベーション活動へ
の促進効果が大きい）所有制や産業分類が相対的に多く選ばれている可能性は否定できないが，政策レベル別・
カテゴリー別の効果推計に大きな影響を与えることは考えにくい．
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ば，全サンプルに含まれる国有企業 27 社のうち，22 社（81.5%）と，外資・合弁企業 53

社のうち 33 社（62.3%）が何らかの政策を享受している．これに対して，その他の企業合

計 314 社うち政策を享受した企業は 122 社（38.8%）にすぎない．このように様々な条件

が異なる 2 群を，そのまま比較するのでは他の条件が同一とならないため，既に述べたマッ

チング処理によって他の条件を揃えることが必要となる．

表５　変数の記述統計量

注：全政策ダミーはいずれかの個別政策を享受した場合に１をとる．ただし，国家，省，市レベル政策
のダミーは，個別政策への回答とは別の質問から構築されているため，全政策ダミーがゼロのサンプル
においても若干の企業が各レベル政策を享受したと回答している．

　個別政策の関しては，本データから表 6 に示した 5 分類で合計 27 の政策の企業レベル

での処置状況を特定できた．第一の政策類型は（A）各種のイノベーション活動へのサー

ビス政策で，検査機器の共有や企業への技術コンサルティングなどが含まれている．第二

の類型は，（B）知的財産・技術へのサポートで，技術契約へのサポート，知的財産権出願

への補助金が含まれている．第三の（C）企業認定には，ハイテク（高新技術）企業認定

が含まれており，すでに述べたように，この認定を得ると企業所得税が 10% 減免される．

そして第四が（D）各種の財政・税制支援で，研究開発支出への税額控除が含まれている．

最後の（E）は人材政策補助で，国家レベル，省レベル，市レベルの優遇政策が含まれている．

このように本データには豊富な政策に関する情報が含まれているが，企業が個別の政策を

89

特集　中国の地域経済問題



享受した具体的な年を得ることができなかった．このため，政策開始以後 2 年かけて企業

が政策を享受したと仮定し，2010 年以降に実施された政策については，実際の分析からは

排除して推計を行うことで，政策が 2011 年頃のイノベーション代理指標に与える処置効

果を推計することとする18）．

表６　サンプル対象企業が享受したイノベーション政策

出所：サーベイデータ及び現地政策担当者への聞き取りより作成 .

　分析では，次に 3 つのレベルでの推計を行う．まずいずれかの政策を享受した企業が１

をとるダミーを与えて，全政策の平均的な処置効果を求める．これにより政策全般が，平

均的にどのような効果を持つのかを推計することができる．そして第二に，政策レベルに

注目し，国，省，市の 3 つのレベルについてそれぞれ処置効果を求める．そして最後に表

18）既に述べたように，イノベーションの代理指標の原データは直近 3 年の知的財産権出願数，新製品数，工程
改善数であり，2010 年から 2012 年の合計値が記入されている．推計では，これを 3 で除することで，年平均
の知的財産権出願数，新製品数，工程改善数を求め，これをアウトプットの指標として用いた．なお，知的財
産権データには，発明，実用新案，意匠が含まれ，企業ごとの主要な知的財産権は把握できるが，3 種それぞ
れの件数は把握できない．『中国科学技術統計年鑑 2012』（p.182, 185）によれば発明，実用新案の 3 種の国内
知的財産権受理件数はマクロに見ると実用新案が多い傾向があるものの，件数の差はそれほど大きくないこと
から，本稿では 3 種の知財の性質的差を特段区別しない．
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４に示した政策リストのカテゴリーごとに推計を実施し，どのカテゴリーが効果的かを推

計する．

　傾向スコアを得るために，まず全政策ダミーを被説明変数とするプロビット推計を行い，

その結果を表 7 に示した．この際，政策対象選定に先行し，政策選定とイノベーション代

理指標のどちらにも影響を与えると考えられる変数（共変量）を用いるため，政策によっ

て影響を事後的に受ける可能性がある変数（中間変数と呼ばれ，この場合には例えば雇用

者数や研究開発部門ダミー）はベースラインの分析では用いず，登録資本金や所有制，概

括的に産業や立地をコントロールする変数，そして企業年齢を利用した19)．表 7 から，登

録資本金の大きな企業，国有企業，外資・合弁企業，中核地域に立地している企業，一定

の経験を積んでいる（企業年齢は正，企業年齢の二乗が負）が政策の対象となる傾向があ

ることがわかる．この推計から得られた傾向スコアを用いてマッチングを行うが，処置群

に対して，同等の傾向スコアを持つ企業が存在するかを図示したものが図 4-A と B であ

る．図 4-A は処置群と対照群の傾向スコアの分布を示しており，第一に政策対象となった

企業の分布がより高い傾向スコアを持つことと，第二に対照群の企業との分布の重なりが

確認できる．図 4-B はマッチングの結果を示しており，縦軸上方には処置群を，下方には

対照群を表示し，類似した傾向スコアの対照群を持たない処置群（図 4-B の “Treated: Off  

support”）にはマッチングが行われていないことを示している．

表７　全政策のプロビット推計結果

19）本来，政策対象となった時点での属性をコントロールすることが望ましいが，本稿ではデータの限定性から，
主に企業設立時の条件を揃えるアプローチを採用している．
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　マッチング前後の基本統計量を示したものが表 8 である．われわれのベースライン推計

ではカリパーマッチングを行っており，その結果，マッチング後には処置群と対照群との

間に企業の属性を示す共変量がほぼ同レベルとなるように処理されていることがわかる．

処置群と対照群の平均の差はマッチング前には統計的に有意な差が見られたが，マッチン

グ後にはすべての共変量について統計的に見て有意な差が見られないことが確認できる．

３つの政府レベルと，5 つのカテゴリーについても全政策において実施したようなプロビッ

ト推計とマッチングを行い，その結果は付表 1 と付表 2 に報告した．一部変数については

処置群と対照群との間に差が生じているものの，基本的にマッチング上の深刻な問題点は

見られなかった．

図４-Aと B　傾向スコアの分布とマッチングの結果
(A) 傾向スコアの分布　　　　　　　　　　(B) マッチングの結果

表８　全政策のマッチング前後の基本統計量
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３．分析結果

　ベースラインの分析で求めた，処置群への平均的処置効果（ATT）を表 9 に示した．

　第一に，（A）には全政策の平均効果を示しており，何らかの政策を享受した企業は同

等の条件を持つ企業に比べて平均で生産額が 4233 万元，知的財産権出願数が 1.97 件，新

製品数は 3.85 個，工程改善数が 1.5 件多いことを意味している．各アウトプットの変数の

値が，マッチング前の処置群と対照群との差よりも，マッチング後に小さくなっているの

は，政府による政策対象選定がランダムになされておらず，より経営能力の高い企業が選

定されるセレクション効果によって生じていると考えられる．傾向スコアを用いて他の条

件が同等の企業との比較を行ったうえでも，全政策の平均効果が，すべてのイノベーショ

ン代理変数に正の効果を持っていることから，一般に中国で実施されているイノベーショ

ン政策は，全体として見て，企業のイノベーション活動を促進していることを示している．

　第二に，（B）では，国家，省，市の 3 つの政策レベルについて，それぞれ別々に傾向ス

コアを求めて処置効果を求めた結果を表示している．まず国家レベルの政策の効果を見る

と，生産額，新製品，工程改善数への効果は観察されず（t<1.65），知的財産権出願数に対

して有意水準 10% で 1.35 件の正の促進効果が観察される．省レベルの政策では，生産額，

知的財産権出願数，工程改善数に対して促進効果が見られ，市レベルの政策はすべての指

標に対して正の促進効果が示唆された．既に表4で示したように，一般に上級政府のサポー

ト政策は 1 件当たりの補助額が大きいため，上級政府の政策の方でむしろ正の促進効果が

観察されないことは意外な結果である．この点については後で再び取り上げ，議論する．

　第三に，（C）政策カテゴリー別の結果を見てみよう．まず（a）イノベーション活動へのサー

ビスと（b）知的財産・技術関連支援の二つのカテゴリーが，3 つのイノベーション代理

変数に正の効果を持っていることが確認でき，総じて有効な政策であることが示唆される．

（c）企業認定と関連サービスは，生産額を大きく増加させる効果（6992 万元）が示唆され

るものの，イノベーション代理変数への効果は知的財産権出願数（3.11 件）に限られてお

り，製品開発と生産面での改善には効果が見られない20）．（d）税制優遇及び金融支援政策は，

新製品数と工程改善数に効果がある可能性を排除できないものの，その効果は明確には観

察することができない．そして最後に，（e）人材政策は，既に述べたように処置群のサン

プル数が限られているために，安定的な推定が難しく，あくまで参考までの結果だが，イ

20）企業認定を得た企業では生産額が 6992 万元増大するという結果は，全サンプルの生産額が平均 6931 万元で
あることから考えると，政策によって生産額が倍増することを意味するが，過大評価の可能性は排除できない．
潜在的なバイアスの可能性としては政策開始時点での企業規模を厳密にはコントロールできていない点が挙げ
られるだろう．
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ノベーションを促進する効果は観察されなかった．

　これらの結果から，イノベーション政策全般は企業の活動を促進していること，よりロー

カルな政府の政策が有効であること，そしてイノベーション活動への各種のサービスと知

的財産・技術関連支援が有効であることが示唆された．

表９　ベースライン推計の結果

４．頑健性のチェック

　推計結果の頑健性を確認するために，ここでは追加的な分析結果を報告する．

　まず，傾向スコアマッチングの方法を変化させて推計を行った．マッチング法をベース

ラインで行った傾向スコア一定範囲内の企業とのマッチングから，もっとも傾向スコアが

近い対照群企業 1 社とマッチングをする，最近傍マッチング法（nearest matching）に変
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更して分析を実施した．その結果は付表 3 に示したが，われわれのベースラインの分析結

果の主要な発見を覆さなかった．即ち，全政策のイノベーション活動の促進効果，よりロー

カルな政府の政策の有効性，イノベーション活動への各種サービスと知的財産・技術への

サポートが有効であることが確認された．次に，傾向スコアを求めるプロビットモデルに，

企業レベルでの研究開発部門の有無と大学・研究機関との共同研究活動の有無を追加して

推計を行い，ATT を推計した21）．この結果，政策レベルについてはベースラインと同様

の結果が得られた．またカテゴリー別の推計では，税制・金融政策の知的財産権出願数へ

の正の効果（処置効果 1.11, t=1.85）が得られた点は，ベースラインと異なる結果となった

が，その他の結果はおおむねベースラインと同様の結果となった．更に条件を強める意味

で，研究開発部門の有無と大学・研究機関との共同研究活動の有無に加えて雇用者数を追

加し，分析を行った（付表 4 参照）．雇用規模をコントロールしたため，生産額への効果

が大きく変化し，またイノベーション代理変数への政策効果はベースラインよりも小さく

なる傾向が見られたものの，政策レベルと政策カテゴリー別の推計において，主要な結論

は変化しなかった22）．

　つぎに，企業の属性をより強くマッチングした分析を実施した．傾向スコアマッチング

法では，例えば産業分類や，所有制など一部の属性について完全にマッチングした分析を

行うことも可能である．ただし，この場合，対照群のサンプル数が限られる場合には，同

等の属性を持つ企業とのマッチングが難しく，マッチングのペアが限定されるか，あるい

は分析結果にバイアスをもたらす可能性がある（例えば産業 k の処置群企業（T=1）を産

業 k の対照群企業（T=0）とのみマッチングを行うためにはより大きなサンプル数が必要

である）．本データでは，全政策ダミーについては，処置群と対照群との傾向スコアの分

布が大きく重なっているため，産業または所有制を限定したうえでも有効なマッチング結

21）研究開発部門の有無や大学・研究機関との共同研究ダミーをベースラインで用いていない理由は，これらの
変数が，処置（政策）の影響を受ける可能性があるためである．つまり，政策を享受したことをきっかけとして，
研究開発部門を立ち上げ，また大学との共同研究を開始し，その結果，イノベーション活動が活発化する可能
性がある．実際には研究開発部門の設置を直接補助する政策はなく，また先行研究でもこうした中間変数を一
部用いた分析はあるが，こうした変数を含めて傾向スコアを求めてマッチングをした場合には，結果的に企業
のパフォーマンスを揃えて比較することにつながり，政策効果を過小評価する可能性がある．実際，研究開発
部門の有無や大学・研究機関との共同研究の有無を含めたプロビットモデルから傾向スコアを求めた場合には，
全政策の処置効果は，生産額に 2614 万元（t=2.05），知的財産権出願数に 1.49（t=3.06），新製品に 3.79（t=2.80），
工程改善数に 1.31（t=2.57）となり，ベースラインよりも低い推計結果が報告された．

22）Almus and Czarnitzki （2003）は政策を享受することによって研究開発人員を増員する可能性はあるものの，
人員数の増加を直接補助する政策がない場合には共変数として用いても問題は限定的であるとの立場で，これ
らの変数を用いた推計を行っている．なお，同論文では処置群と対照群が必ず同一産業となるように条件を付
けている．
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果（マッチングの共変量の平均すべてで統計的に有意な差がない）を得ることができ，お

おむね結果は変わらなかった．例えば，所有制を特定化してマッチングを行った場合には

全政策の促進効果は知的財産権出願を 2.00 件，新製品を 3.76 個，工程改善を 2.07 件となり，

産業分類を限定した場合には促進効果は知的財産権出願を 2.10 件，新製品を 4.72 個，工

程改善を 2.06 件（いずれも有意な t 値）となり，効果の大きさは多少変化したものの，結

果は質的には変化しなかった．

　また，理想的には，3 つの政策レベルがある場合に，因果効果を求める政策以外の政策

享受状況が同一の企業と比較することが望ましい．そこで，傾向スコアを求めるプロビッ

ト推計に，他の政策の享受状況（政策レベル別の国家レベル政策の推計であれば省レベル

と市レベル政策の享受状況）を含めて推計を実施した23）．この場合には，政策レベル別では，

国家レベルの政策は統計的に有意な促進効果は観察されず，これに対して省レベル政策で

は生産額と知的財産権出願，市レベル政策では新製品と工程改善に対して統計的に有意な

促進効果が観察された．また政策カテゴリー別の推計においても，税制・金融政策の効果

はいずれのイノベーション代理指標でも観察されなかったのに対して，各種イノベーショ

ン活動へのサービス，知的財産・技術への支援政策，企業認定政策はいずれかのイノベー

ション代理指標に対して促進効果が観察された．

　なお，既に述べたように，最小二乗法による分析にはセレクション効果が含まれている

ため，政策効果を過大評価する可能性があるが，他の政策ダミーを共変量としてコントロー

ルした結果を参考までに付表 5 に示した．全政策効果，各政策レベルの効果，各カテゴリー

の効果をそれぞれのモデルで推計した結果を見ると，他の政策を共変量としてコントロー

ルしたうえで，おおむね我々の傾向スコアマッチング法で得られた結果と類似した結果が

得られている．

５．議論

　以上の分析結果から，次の点については比較的頑健な結果であると考えられる．第一に，

全政策を平均的に見ると，企業のイノベーション活動を促進する効果があると考えられ，

特に知的財産権出願数を例にとると，政策享受企業は非享受企業に比べて約 2 件多い．第

23）特に省レベル政策と市レベル政策の享受状況には強い相関関係があるが，この関係はどちらが原因変数な
のかを特定することが難しい（共変量なのか中間変数なのか特定することが難しい）．隠れた共変量（hidden 
covariate）が存在する場合，傾向スコアマッチングの結果にバイアスが生じるが，もう一方で中間変数をコン
トロールした場合には政策効果を過小推計することにつながる（星野 , 2009, 第 4 章）．このため，ベースライ
ンでは他の政策の状況について検討を加えていない．
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二に，政府レベル別の推計の結果，よりローカルな政府が策定した政策がより効果的であ

ることが確認された．そして第三に，政策カテゴリー別に見ると，負の効果は観察されな

かったが，政策効果にはばらつきが見られ，各種イノベーション活動へのサービスと，知

的財産と技術へのサポート政策が比較的効果的であることが示唆された．中国政府が 2006

年以降に策定し，実行を進めてきた政策は，費用対効果は別として，少なくとも企業のイ

ノベーション活動を促進しているという意味において，効果的な政策となっていることが

示唆された．

　先行研究との関係で言えば，王・顧・郭・劉（2014）でもサーベイされているように，

中国の科学技術関連政策が企業の研究開発投資を増加させる効果が多くの研究で確認され

ており，政策全体として企業のイノベーション活動を推進しているという本研究の結果は

先行研究と整合的である．先行研究では政策レベル別，そして政策カテゴリー別の推計は

限られており，張・陳（2013）が直接的な研究開発への補助金が効果を持つ一方で，税制

優遇や付加価値税の返還などの間接的な政策では研究開発の促進効果はないことを報告し

ている．本分析の税制優遇と金融関連政策の中には研究開発費の税額控除など，企業の研

究開発を促進すると考えられる政策も含まれており，このカテゴリーの促進効果がベース

ラインでは明確には確認されなかったことは少々意外である．ただし，企業のイノベーショ

ン活動自体や，その成果への支援策（カテゴリー a と b）で明確な効果が見られた点は，張・

陳（2013）の主張と整合的だと考えられる．

　それでは中国の「多層的かつ多ルート」なイノベーション政策体系をどのように評価す

ればよいのであろうか．本分析結果から，多くの政策立案・実行機構が存在し，各チャン

ネルから財政資源を投入している状況下で，それぞれの政策の効率には大きなばらつきが

あることが示唆された．政策実行主体の能力や，政策カテゴリーの目標が異なるためにこ

うした差が生じている可能性があり，イノベーション政策体系としては効率化の余地が大

きいと評価することができるだろう．一部の先行研究では政策補助金が企業の機会主義を

まねく可能性が指摘されており，中国においても政策チャンネルによってはこうした状況

が発生している可能性がある．

　2014 年 3 月に成都市にて筆者らが実施したインタビューで，ある民営ソフトウェア企業

経営者は，政策補助金の金額の大きさゆえに，企業存続のために政策補助金を申請する経

営者が決して少なくないと述べた24）．また，こうした政策への申請を代行する業者も存在

しており，こうした業者は各種補助金の申請フォーマットや基準への知識のみならず，政

府関係者との一定の関係を背景に持っている25）．また，広東省では LED 技術の普及を推

24）2014 年 3 月 10 日に実施した LH 公司（ソフトウェア産業）からの聞き取りより．
25）2014 年 3 月 10 日に実施した SX 公司（コンサルティング業）からの聞き取りより．
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進する政策を巡って，補助政策に選定された企業からのリベートを受け取っていた広東省

科学技術庁のトップが逮捕されるという事件が起きており，中国では企業と政府官僚との

間の機会主義と癒着を管理するようなメカニズムが強化される必要があるとの議論がメ

ディアで展開されている26）．政策対象となった企業が，事後的にどのような研究開発活動

を行ったのかを政府にフィードバックする仕組みなどを整備することで，このような機会

主義や本来の目的とは異なる補助金の利用をコントロールすることができるかもしれな

い．

　ただし，本研究で得られた結果については次の点での限界がある．第一に，本研究では

企業レベルでの政策開始時期の情報は得られなかったため，政策を享受した時点での企業

属性を厳密にはコントロールはできておらず，またあくまでも 2010 年までに政策が実施

されたと仮定した平均効果を推計している．また第二に，中央政府の政策の方がより補助

額が大きく，またより長期的な研究開発を補助するために利用されている可能性があり，

この場合には本研究で用いた方法ではその効果を政策に推計できていない可能性がある．

つまり，政策によってその目的，対象，タイムスパンが違う可能性がある．第三に，本分

析では，個別企業で観察されるプライベートな意味での因果効果に注目したが，ある政策

がスピルオーバー効果を持ち，特定地域内の企業全体のイノベーション活動を推進してい

るような場合には，本分析の方法ではこの効果を推計することはできない．また，第四に，

本研究で用いたデータは成都市において収集されたもので，サンプルバイアスの可能性は

否定できない．特に政府レベル別の推計で，省と市レベルの政策がより効果的であったと

いう結果については，異なる地域のデータによって確認する必要があるだろう．第五に，

本分析ではデータの特性とサンプルサイズの関係で，産業分類，所有形態，他の政策の享

受状況を完全にはコントロールできなかった．これらの属性や条件をコントロールした場

合には，結果が変化する可能性はあり，今後より充実したデータからの検証を行うことが

求められる．

おわりに

　中国政府が目指す企業を主体とした自主イノベーションの推進にあたり，中国のイノ

26）『北京晩報』2013 年 9 月 5 日記事「蘇文洋：広東科技口局幹批量落馬　科研経費成提款機」を参照．記事に
登場するある LED 業界関係者は「省科技庁は毎年 4.5 億元の LED 産業への補助金の支出権利を掌握しており，
この資金を手に入れるため，企業はみな，知恵を搾っている．人間関係と政府とのコネクションは補助金を手
に入れるための鍵であり，ここにレントシーキングの大きな余地がある」と述べている．このような状況下で，
支出された補助金が，研究開発やイノベーションに利用されているかは疑問である．
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ベーション政策体系の一つの重要な特徴として「多層性と多ルート性」がある．この特徴

ゆえに中国では数多くの政策が各レベルの政府で実行されてきたが，こうしたイノベー

ション政策体系と企業レベルのパフォーマンスとの関係を考察することは，これまでデー

タの制約から行うことが難しかった．本稿ではデータ上の制約はあるものの，中国のイノ

ベーション政策体系の「多層性と多ルート性」に分析の焦点を当て，政策が企業の知的財

産権出願数，新製品数，工程改善数に与える影響を推計した．

　傾向スコアマッチングで企業の属性をコントロールしたうえで因果効果（処置群への平

均的処置効果）を算出した結果，全政策合計ではいずれのイノベーション代理指標へも正

の促進効果があることが確認された．一方，政策レベルと政策カテゴリー別の推計からは，

よりローカルな政府の政策が効果的で，また企業のイノベーション活動や知的財産に関わ

る支援政策がより効果的であることが確認された．これらの結果は，マッチングの方法や

傾向スコアの算出法を調整した場合にもおおむね頑健であった．

　これらの結果はあくまでも成都市のデータを用いた分析結果であり，安易に一般化され

るべきではないが，少なくとも中国の「多層的かつ多ルート」なイノベーション政策体系が，

均質な効果を持っているのではない可能性は指摘できるだろう．とりわけ興味深い結果は，

よりローカルな政府による政策の立案と実行が効率的である点が示唆されたことで，この

ことは中国のイノベーションシステムを評価するうえでも，地域的な視点を導入する必要

があることを意味する．地方政府は各地域の企業活動の状況を理解してより有効な政策を

実行する可能性と，企業との近接性ゆえに癒着や汚職をもたらす可能性の両方があると考

えられるが，本分析の結果からは企業のイノベーション活動を推進する効果があることが

確認された．中国のイノベーション政策体系をより本格的に評価するためには，異なる地

域やデータで更なる評価を行う必要があり，また政策のレベルやカテゴリーによってどの

ようなメカニズムで異なる効果が生じているのかを検討する必要があるだろう．
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付表１　各政策レベル・カテゴリー別のプロビットモデル推計結果
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付表３　ニアレストマッチング推計の結果
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付表４　共変量を追加した推計の結果
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付表５　OLS 推計の結果
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